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地 域 指 定 の 概 要
事項

指定区分 根　拠　法　令 指　定　要　件　及　び　基　準 起　債　対　象　事　業 主 な 財 政 上 の 特 例 措 置

辺 地 辺地に係る公共的施設の
総合整備のための財政上
の特別措置等に関する法
律

辺地に係る公共的施設の
総合整備のための財政上
の特別措置等に関する法
律施行令

辺地に係る公共的施設の
総合整備のための財政上
の特別措置等に関する法
律施行規則

１．辺地であること
　① 　地域の中心を含む５㎢以内の面積の中に50人以上

の人口を有すること。
　②　辺地度点数が100点以上であること。
２．公共的施設の整備をしようとする市町村は、当該市

町村の議会の議決を経て総合整備計画を定め、総務大
臣に提出すること。（総合整備計画を定めようとする
ときは、あらかじめ県知事と協議しなければならない。）

１．電灯用電気供給施設
２．道路及び渡船施設
３．小学校、中学校若しくは義務教育学校又は

中等教育学校の前期課程の児童又は生徒の通
学を容易にするための自動車（車庫を含む｡）、
渡船施設又は寄宿舎

４．診療施設
５．飲用水供給施設
６．電気通信に関する施設
７．農道及び林道（常時公共の用に供するもの

に限る｡）
８．小学校、中学校若しくは義務教育学校又は

中等教育学校の前期課程に勤務する教員又は
職員のための住宅

９．学校給食の実施に必要な施設及び設備
10．小学校、中学校若しくは義務教育学校又は

中等教育学校の前期課程に設けられる体育、
音楽等の学校教育及び社会教育の用に供する
ための施設

11．公民館その他の集会施設
12．保育所、幼保連携型認定こども園及び児童館
13．高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図

るための施設
14．こども家庭センター
15．下水処理のための施設
16．消防施設（庁舎を除く。）
17．住民の交通の便に供するための自動車（雪

上車を含む｡）
18．除雪機械
19．農林漁家の生活の改善を普及し、又は産業

教育の拡充、保健福祉の増進等に資するため
の総合的な施設

20．農業（畜産業を含む｡）、林業又は漁業の経
営の近代化のための施設のうち、共同利用施
設その他の施設で総務省令で定めるもの

21．地場産業の振興に資する施設のうち、生産
施設、加工施設、流通販売施設その他の施設
で総務省令で定めるもの

22．観光又はレクリエーションに関する施設

１．地方債による措置
　　総務大臣に提出した総合整備計画に基づいて

実施する公共的施設の整備に要する経費につい
て、地方債で措置し、その元利償還金の80％に
ついて地方交付税に算入

過 疎 過疎地域の持続的発展の
支援に関する特別措置法

１．指定要件
【基本的な要件】 
①及び②に該当する市町村を過疎地域とする。 
① 人口要件（以下のいずれかに該当すること）
　ア　昭和50年国勢調査から平成27年国勢調査までの40

年間の人口減少率が28％以上であること。
　イ　高齢者比率（65歳以上）が35％以上であるか又は若

年者比率（15歳以上30歳未満）が11％以下の場合は、
昭和50年国勢調査から平成27年国勢調査までの40年
間の人口減少率が23％以上であること。

　　 　ただし、ア、イの場合、平成２年国勢調査から平
成27年国勢調査までの25年間で10％以上人口増加し
ている市町村は除く。

　ウ　平成２年国勢調査から平成27年国勢調査までの25
年間の人口減少率が21％以上であること。 

② 財政力要件
　　平成29年度から令和元年度までの３カ年平均の財政

力指数が0.51以下であり、かつ、公営競技収益が40億
円以下であること。

１．地場産業、観光、レクリエーションに関す
る事業を行う者で政令で定めるものに対する
出資金

２．交通の確保又は産業の振興を図るために必
要な政令で定める市町村道（融雪施設その他
の道路の付属物含む。）、農道、林道及び漁港
関連道（市町村が管理する県道を含む。）

３．漁港及び港湾
４．地場産業の振興に資する施設の政令で定め

るもの
５．中小企業の育成又は企業の導入若しくは起

業の促進のために市町村が個人又は法人その
他の団体に使用させるための工場及び事務所

６．観光又はレクリエーションに関する施設
７．電気通信に関する施設
８．住民の交通手段の確保又は地域間交流の促

進のための鉄道施設及び鉄道車両並びに軌道
施設及び軌道車両のうち総務省令で定める事
業者の事業の用に供するもの

９．下水処理のための施設
10．一般廃棄物処理のための施設

１．補助等の特例
　① 　公立小中学校の統合に伴う校舎・屋内体育

館の新増設5.5／10（通常1／2）
　②　公立保育所の新増設等5.5／10（通常1／2）
　③　公立以外の保育所の新増設等2／3（通常1／2）
　④ 　消防施設（機械器具及び設備）購入又は設置

5.5／10（通常1／3）
　⑤ 　統合に伴う公立小中学校教員住宅の建築 

5.5／10
　※ 公立保育所及び消防施設の嵩上げ分について

は、税源移譲に伴い特別の地方債で措置
（100％交付税措置）。

２．地方債による措置
　　出資・施設の整備及び住民が将来にわたり安

全に安心して暮らすことのできる地域社会の実
現を図る事業（基金の積立を含むソフト事業）に
要する経費について、地方債で措置し、その元
利償還金の70％について地方交付税に算入す
る。 

３．基幹道路（市町村道・農道・林道・漁港関連道）
の整備について県が代行することができる。
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事項
指定区分 根　拠　法　令 指　定　要　件　及　び　基　準 起　債　対　象　事　業 主 な 財 政 上 の 特 例 措 置

 【基準年の見直しに伴う激変緩和措置】 
　旧過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域につ
いて、③及び④に該当する市町村を過疎地域とする。 
③　人口要件
　ア　昭和35年国勢調査から平成27年国勢調査までの55

年間の人口減少率が40％以上であること。
　イ　高齢者比率（65歳以上）が35％以上であるか又は若

年者比率（15歳以上30歳未満）が11％以下の場合は、
昭和35年国勢調査から平成27年国勢調査までの55年
間の人口減少率が30％以上であること。

　　ただし、ア、イの場合、平成２年国勢調査から平成
27年国勢調査までの25年間で10％以上人口増加してい
る市町村は除く。

④　財政力要件
　②と同じ

【令和２年国勢調査を反映した要件】
①及び②に該当する市町村を過疎地域とする。 
①　人口要件（以下のいずれかに該当すること）
　ア 　昭和55年国勢調査から令和２年国勢調査までの40

年間の人口減少率が30％以上であること。ただし、
財政力指数が0.40以下の場合は25％以上であること。

　イ 　高齢者比率（65歳以上）が38％以上であるか又は若
年者比率（15歳以上30歳未満）が11％以下の場合は、
昭和55年国勢調査から令和２年国勢調査までの40年
間の人口減少率が25％以上であること。

　　 　ただし、ア、イの場合、平成７年国勢調査から令
和２年国勢調査までの25年間で10％以上人口増加し
ている市町村は除く。

　ウ 　平成７年国勢調査から令和２年国勢調査までの25
年間の人口減少率が23％以上であること。 

②　財政力要件
　　平成30年度から令和２年度までの３カ年平均の財政

力指数が0.51以下であり、かつ、公営競技収益が40億
円以下であること。

２．総務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣が公示。 
３．県過疎地域持続的発展方針に基づき過疎地域持続的

発展市町村計画を定め、総務大臣、農林水産大臣、国
土交通大臣、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働
大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出すること（策
定は任意だが、過疎対策事業債などの特別措置を受け
る場合には、策定が必要）。 

11．火葬場
12．公民館その他の集会施設
13．消防施設
14．保育所及び児童館
15．認定こども園（就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法
律（平成18年法律第77号）第３条第１項又は第
３項の規定による認定を受けた施設及び幼保
連携型認定こども園をいう。）

16．高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図
るための施設

17．障害者又は障害児の福祉の増進を図るため
の施設

18．診療施設（巡回診療車及び巡回診療船並び
に患者輸送車及び患者輸送艇を含む。）

19．公立の小学校、中学校及び義務教育学校並
びに市町村立の幼稚園、高等学校、中等教育
学校及び特別支援学校

20．市町村立の専修学校及び各種学校
21．図書館
22．集落の整備のための政令で定める用地及び

住宅
23．地域文化の振興等を図るための施設
24．太陽光、バイオマスを熱源とする熱その他

の再生可能エネルギーを利用するための施設
で次に掲げるもののうち公用又は公共用に供
するもの（地方財政法施行令第46条第４号及
び第５号に掲げる事業を行う公営企業に係る
ものを除く。）

　ア 　太陽光を電気に変換するための施設又は
設備

　イ 　風力を発電に利用するための施設又は設備
　ウ 　水力を発電に利用するための施設又は設備
　エ 　地熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に

利用するための施設又は設備
　オ 　太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途

に利用するための施設又は設備
　カ 　大気中の熱その他の自然界に存する熱

（エ、オに掲げるものを除く。）を給湯、暖房、
冷房その他の用途に利用するための施設又
は設備

　キ 　バイオマス（エネルギー供給事業者によ
る非化石エネルギー源の利用及び化石エネ
ルギー原料の有効な利用の促進に関する法
律施行令（平成21年政令第222号）第４条第
７号に規定するバイオマスをいう。以下同
じ。）又はバイオマスを原材料とする燃料を
熱源とする熱を給湯、暖房、冷房その他の
用途に利用するための施設又は設備

　ク 　バイオマスを原材料とする燃料を製造す
るための施設又は設備

25．林業用として継続的な使用に供される作業路
26．農業（畜産業を含む。）、林業又は漁業の経

営の近代化のための施設
27．商店街振興のために必要な共同利用施設
28．住民の交通の便に供するための自動車（雪

上車を含む。）及び渡船施設
29．除雪機械
30．簡易水道施設及び簡易水道施設であった水

道施設（平成19年４月１日以後の当該水道施
設に係る簡易水道事業の廃止又は変更（他の
簡易水道事業を譲り受けることに伴い、簡易
水道事業以外の水道事業となったものに限
る。）により簡易水道施設でなくなったものに
限る。）

４．高齢者の福祉増進等のための施設整備に対す
る費用の一部補助。

５．公共下水の根幹的施設（幹線管渠等）の整備に
ついて県が代行することができる。

６．税制上の措置
　①　減価償却の特例
　②　事業税、不動産取得税、固定資産税の課税

免除又は不均一課税及びこれに伴う減収分の
交付税措置
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事項
指定区分 根　拠　法　令 指　定　要　件　及　び　基　準 起　債　対　象　事　業 主 な 財 政 上 の 特 例 措 置

31．市町村保健センター及びこども家庭セン
ター

32．公立の小学校、中学校若しくは義務教育学
校又は市町村立の中等教育学校の前期課程若
しくは特別支援学校の学校給食の実施に必要
な施設及び設備

33．公立の小学校、中学校若しくは、義務教育
学校又は市町村立の高等学校、中等教育学校
若しくは特別支援学校の教育又は職員のため
の住宅

34．住民の日常的な移動のための交通手段の確
保、地域医療の確保、集落の維持及び活性化
その他の住民が将来にわたり安全に安心して
暮らすことのできる地域社会の実現を図るた
め特別に地方債を財源として行うことが必要
と認められる事業（当該事業の実施のために
地方自治法（昭和22年法律第67号）第241条の
規定により設けられる基金の積立てを含む。）

振 興 山 村 山村振興法 １．旧農林業センサス規則による林業調査（昭和35年）の
結果による旧市町村の区域に係る林野率が0.75以上で
あり、旧市町村の区域に係る人口を旧市町村の面積で
除して得た値が1.16人／町歩（116人／㎢）未満である
こと。 

２．施設の整備状況が十分でないため、旧市町村の区域
における経済力の培養及び住民の福祉の向上が阻害さ
れていること。

３．国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が指定し、
公示すること。 

※市町村長は山村振興計画を作成し、県知事の同意を得
なければならない。

１．融資制度
　①　振興山村・過疎地域経営改善資金
　②　中山間地域活性化資金
　③　農業改良資金（償還期限等の特例）　等
２．補助率の嵩上げ
　①　農山漁村振興交付金の一部
　②　農山漁村地域整備交付金のうち農地整備事

業（経営体育成型）（補助率55／100）
３．採択基準等の緩和
　①　農山漁村地域整備交付金のうち農地整備事

業（うち基幹農道整備　受益面積30ha以上等）等
　②　農業競争力強化農地整備事業（うち公共牧

場整備事業）（既存草地面積50ha以上）
４．その他
　①　基幹的な市町村道及び農道、林道、漁港関

連道の整備（都道府県の代行）
　②　国有林野活用の特例的取扱い（分収造林契

約収益分収割合　造林者：国＝80：20　一般
地域＝70：30）

　③　辺地債についての特別措置
豪 雪 豪雪地帯対策特別措置法 １．昭和37年の積雪の終期までの30年以上の期間におけ

る累年平均積雪積算値が5,000cm・日以上の地域（豪雪
地域）の存する市町村で

　①　その区域の2／3以上が豪雪地域である市町村
　②　市役所、役場又は政令で定める施設が豪雪地域内

にある市町村
　③　その区域の1／2以上が豪雪地域であり、かつ境界

線の延長の2／3以上が①、②に該当する市町村に接
している市町村

２．国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が指定し
公示すること。

１．補助採択基準の緩和
　　防災ダム事業受益面積70ha以上
　　（通常100ha以上） 
２．補助制度
　　医師往診用雪上車1／2 
３．地方交付税による措置
　　寒冷補正 
４．地方債による措置
　①　一般補助施設整備等事業（豪雪対策事業
　　（別枠））
　②　防災対策事業（自然災害防止事業）

特 別 豪 雪 豪雪地帯対策特別措置法 １．①、②いずれの要件も備えた市町村
　①　昭和33～52年までの20年間の累年平均積雪積算値

が15,000cm・日以上の地域が1／2以上である市町村又
はその地域内に市役所若しくは役場が所在する市町村

　　　又は昭和33～52年までの20年間の累年平均積雪積
算値が最高で20,000cm・日以上、最低で5,000cm・
日以上で、かつ単位面積当たりの累年平均積雪積算
値が10,000cm・日以上の市町村

　②　積雪による自動車交通の途絶の状況、医療、義務
教育及び郵便物の集配の確保の困難性、財政力なら
びに集落の分散度の各要素について、その実情を総
合的にみて、住民の生活の支障度が著しい市町村

２．国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が指定し
公示すること。

道路、除雪機械、関連防雪施設（雪覆工、流雪溝、
融雪施設等）

１．補助率のかさ上げ
　①　小中学校分校校舎等の新増築、教職員住宅

の建築、小中学校舎等・寄宿舎の危険建物改
築

　　　5.5／10（通常1／2～1／3）
　②　農業農村整備事業
　　　1／2～5.5／10（通常4.5／10～1／2）
２．補助採択基準の緩和
　　農業農村整備事業
　　受益面積10ha、道路幅員3.0m以上
　　（通常20ha、4.5m以上）
３．基幹的市町村道の改築について県が代行する

ことができる。
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事項
指定区分 根　拠　法　令 指　定　要　件　及　び　基　準 起　債　対　象　事　業 主 な 財 政 上 の 特 例 措 置

農 産 農村地域への産業の導入
の促進等に関する法律

１ ．農業振興地域、振興山村、過疎地域を含む市町村。
　　ただし、人口20万人以上の市、及び人口10万人以上

で人口増加率が全国平均を上回る市は除外。 
２．主務大臣（農林水産大臣、経済産業大臣及び厚生労

働大臣）が基本方針を定めて、都道府県が基本計画を
定め、市町村が実施計画を定める。 

１．税制措置
　　農用地等を譲渡した場合の所得税の軽減
２．金融上の措置
　　日本政策金融公庫の融資（地域活性化・雇用

促進資金）

特 定 農 山 村 特定農山村地域における
農林業等の活性化のため
の基盤整備の促進に関す
る法律

１．市町村の区域（平成５年９月27日現在）
　　次の①～③に該当する地域
　①　次のいずれかに該当すること。
　　イ 　当該区域にある田の面積のうち、勾配が1／20以

上の田の比率が50／100以上かつ、耕地面積のうち
田の比率が33／100以上であること、又は、畑のうち
勾配が15度以上の畑の比率が50／100以上かつ、耕
地面積のうち畑の比率が33/100以上であること。

　　ロ　林野率が75／100以上であること。
　②　次のいずれかに該当すること。
　　イ 　平成２年における当該区域の土地総面積のうち

耕地面積及び林野面積の比率が81／100以上であ
ること。

　　ロ 　農林業従事者数が人口（15歳以上）の10／100以
上であること。

　③ 　平成５年９月１日における当該区域の人口が10万
人未満であること。

２．上記の②に該当する旧市町村の区域（昭和25年２月
１日現在） 

　上記の①及び③に該当すること。

１．各種補助率の嵩上げ
２．税制上の措置
　　固定資産税の不均一課税に伴う減収分の交付

税措置 
３．金融上の措置
　　地方債についての配慮
４．その他
　①　農地法等の特例
　②　都市計画法の特例
　③　登記の特例
　④　土地改良法の特例

原 発 立 地 原子力発電施設等立地地
域の振興に関する特別措
置法

１．都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴き、立地
地域の指定を申出。

　（要件） 
　① 　自然的経済的社会的条件からみて一体として振興

することが必要であると認められること。
　② 　発生電力量の合計が、政令で定める規模以上であ

ること。
　③ 　大都市及びその周辺の地域のうち政令で定めるも

の又はそれ以外の地域で工業の集積の程度について
政令で定める要件に該当するものに属さないこと。

２．原子力立地会議の審議を経て、内閣総理大臣が原子
力発電施設等立地地域を指定。 

３．都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴き、原子
力発電施設等立地地域の振興に関する計画を提出。

４．原子力立地会議の審議を経て、内閣総理大臣が振興
計画を決定し、各種支援措置の対象となる。  

１．補助率の引上げ 
　　道路、港湾、漁港、消防用施設、義務教育施

設の５事業について、主として補助率が5.0/10
から5.5/10に引上げ。 

２．税制上の措置
　　事業税、不動産取得税、固定資産税の不均一

課税及びこれに伴う減収分の交付税措置。 
３．地方債による措置
　　総務大臣が指定した地方債の元利償還に対す

る交付税措置。
４．国による財政上、金融上、税制上の措置に関

する努力義務。
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地 域 指 定 一 覧 表
令和７年４月１日現在

区　　分

市町村名
辺　地 過　疎 振　興

山　村
豪雪及
び特別
豪　雪

農　産 特　定
農山村

原　発
立　地

福 島 市 ⑥ ○ ○ ⑤

会 津 若 松 市 ② ④ ○ ○ ④

郡 山 市 ③ ○ ⑧

い わ き 市 ㊵ ⑤ ⑫ ○

白 河 市 ③ ○ ② ○ ③

須 賀 川 市 ○ ○ ①

喜 多 方 市 ⑥ ○ ⑦ ○　◎ ○ ⑫

相 馬 市 ① ② ○ ② ○

二 本 松 市 ○ ○ ⑤

田 村 市 ④ ○ ① ○ ⑥ ○

南 相 馬 市 ② ○ ○

伊 達 市 ① ○ ○ ⑦

本 宮 市 ③

市 計 8 ○60 6 9 ㉜ 4 10 11 � 4

桑 折 町 ○ ②

国 見 町 ○ ○

川 俣 町 ⑥ ○ ④ ○ ⑤

大 玉 村 ① ○ ①

鏡 石 町

天 栄 村 ① ○ ③ ○ ○ ④

下 郷 町 ⑥ ○ ③ ◎ ③

檜 枝 岐 村 ○ ① ◎ ①

只 見 町 ⑤ ○ ③ ◎ ③

南 会 津 町 ⑥ ○ ⑧ ○　◎ ○ ⑧

区　　分

市町村名
辺　地 過　疎 振　興

山　村
豪雪及
び特別
豪　雪

農　産 特　定
農山村

原　発
立　地

北 塩 原 村 ② ○ ③ ◎ ③

西 会 津 町 ④ ○ ⑤ ◎ ○ ⑪

磐 梯 町 ○ ◎

猪 苗 代 町 ① ○ ① ◎ ○ ⑥

会 津 坂 下 町 ③ ○ ○ ○

湯 川 村 ○

柳 津 町 ④ ○ ② ◎ ○ ②

三 島 町 ① ○ ① ◎ ②

金 山 町 ⑦ ○ ④ ◎ ○ ③

昭 和 村 ④ ○ ① ◎ ①

会 津 美 里 町 ② ○ ② ○　◎ ○ ⑦

西 郷 村 ① ○

泉 崎 村 ○

中 島 村 ○

矢 吹 町 ○

棚 倉 町 ③ ③ ○ ⑤

矢 祭 町 ③ ○ ② ③

塙 町 ④ ○ ② ○ ④

鮫 川 村 ⑨ ○ ① ①

石 川 町 ○ ○ ①

玉 川 村 ① ○

平 田 村 ① ○ ○

浅 川 町 ④ ○ ①

古 殿 町 ④ ○ ○ ②

三 春 町 ○ ⑦

小 野 町 ④ ○ ① ○

広 野 町 ① ① ○
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区　　分

市町村名
辺　地 過　疎 振　興

山　村
豪雪及
び特別
豪　雪

農　産 特　定
農山村

原　発
立　地

楢 葉 町 ① ○ ② ○

富 岡 町 ○ ○

川 内 村 ④ ○ ① ① ○

大 熊 町 ① ① ○

双 葉 町 ○

浪 江 町 ② ○ ② ○ ② ○

葛 尾 村 ① ○ ① ① ○

新 地 町 ○ ○

飯 舘 村 ⑨ ○ ② ○ ② ○

町 村 計 27 ○101 28 28 ○61 16 30 31 ○96 10

県 計 35 ○161 34 37 ○93 20 40 42 ○161 14

●辺地の「○」の中の数値は当該市町村が有する辺地の数（令和７年３月31日時点）。
●過疎の「○」には市町村の全域または一部が過疎の場合も含む。
　（一部過疎となる地域は、白河市の区域のうち旧表郷村及び旧大信村、須賀川市の区域のうち旧長

沼町及び旧岩瀬村、伊達市の区域のうち旧梁川町、旧霊山町及び旧月舘町、二本松市の区域のうち
旧東和町及び旧岩代町。）

●振興山村において、「○」の中の数値は当該地域指定を受けた旧町村数を表す。
●豪雪及び特別豪雪において、「○」は豪雪（市町村の一部区域のみが豪雪の場合も含む）、「◎」は特別

豪雪を表す。
●同一市町村内に豪雪と特別豪雪が並存する場合は、「○　◎」と表示。
●農産の「○」は市町村の一部のみが当該地域指定を受けている場合を含む。
●特定農山村において、「○」の中の数値は当該地域指定を受けた旧町村数を表す。
●原発立地の「○」は市町村の一部のみが当該地域指定を受けている場合を含む。
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